
　次のとおり公有財産売払いの一般競争入札を実施するので、大田市財務規則(平成17年大田市規則第44条）第92条の規定に基づき公告する。

令和 ５年 ５月２５日

大田市長　　楫　野　弘　和　

売 払 い 物 件 の 表 示 別紙のとおり

売 払 い の 方 法 一般競争入札

入 札 の 日 時 令和  5年 6月 19 日（月）　9時30分開始　（受付時間：9時から9時20分）

入 札 の 場 所 大田市役所　2階　第2会議室

開札及び落札の決定 入札場所において、ただちに開札し、予定価格以上にして最高札者を落札者とします。

代 理 人 に よ る 参 加 代理人が入札に参加される場合は、代理権限を証する書面が必要です。

入 札 参 加 者 の 制 限 入札に係る契約を締結する能力を有しない人、及び破産者で復権を得ない人、並びに市税等の滞納のある人は参加できません。

入 札 参 加 の 制 限 郵便での参加はできません。

入 札 保 証 金 物件ごとに、入札金額の100分の10以上を納付して下さい。

・入札保証金は事前に納付して下さい。

・入札時に納付されておりませんと入札に参加できません。

・入札保証金は、落札者以外の人には落札者が決定した後、落札者には売買契約の締結後、それぞれお返しいたします。

入 札 の 無 効 入札の条件に違反した者の入札は無効になります。

契 約 の 締 結 落札決定後7日以内に契約を行います。

及 び 契 約 保 証 金 契約保証金は落札金額の100分の10以上を納付していただきます。

代 金 の 納 入 期 限 代金は売買契約締結後、原則として1ケ月以内に納付していただきます。

そ の 他 の 事 項 １．物件の所有権移転登記事務は市により行います。ただし、登録免許税等の実費については、落札者の負担となります。

２．地方自治法及び同法施行令並びに大田市財務規則により実施します。

３．現地説明会は希望者のみ実施します。希望される方は、6月9日（金）までに大田市役所 総務部 総務課までご連絡ください。

５．入札についてのお問い合わせ並びに入札保証金の納付は、大田市役所 総務部 総務課へお申し出ください。

連絡先 大田市役所 総務部 総務課 TEL ０８５４ － ８３ － ８０１８（直通）　

記

売　　払　　い　　公　　告

　  お願いします。

４．平成24年4月1日から大田市暴力団排除条例が施行され、入札参加資格者に対し｢暴力団等排除に関する誓約書｣の提出を

大田市公告　第　54　号



種類 所在地等

予定価格
（最低売却価格）

物件番号

土地 島根県大田市水上町福原７０番７　　　　宅地　　　　　６４．０９㎡

建物は未登記島根県大田市水上町福原７０番７　　　　住宅　　　　　３９．９３㎡

土地 島根県大田市水上町福原７０番８　　　　宅地　　　　　７１．４４㎡

備考

公有財産

家屋

土地 島根県大田市水上町福原７１番２　　　　宅地　　　　　５１．００㎡

1 0円


